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今
定
例
会
で
可
決
し
た
意
見
書
は

次
の
と
お
り
で
す
。
意
見
書
は
関
係

機
関
に
提
出
し
ま
し
た
。

放
射
線
量
の
安
全
基
準
値
の
早
期

設
定
な
ど
を
求
め
る
意
見
書

　

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故

は
、
我
が
国
で
初
め
て
原
子
力
災
害

対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
原
子
力

緊
急
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
る
事
態

と
な
っ
た
。

　

事
故
の
収
束
が
い
ま
だ
見
通
せ
な

い
中
、
放
射
能
の
影
響
を
特
に
受
け

や
す
い
と
言
わ
れ
て
い
る
子
ど
も
た

ち
の
健
康
を
危
惧
す
る
声
が
数
多
く

寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

政
府
は
、
校
庭
の
放
射
線
量
が
一

定
値
を
超
え
た
学
校
へ
の
汚
染
土
除

去
費
用
支
援
を
全
国
に
広
げ
た
も
の

の
、
放
射
線
量
の
統
一
的
な
安
全
基

準
は
示
し
て
い
な
い
。
当
区
で
は
、

学
校
・
保
育
園
な
ど
区
内

752
箇
所
の

放
射
線
量
測
定
を
開
始
し
、
さ
ら
に

屋
外
プ
ー
ル
や
公
園
の
砂
場
な
ど
へ

も
対
象
を
拡
大
し
て
い
る
が
、
国
の

安
全
基
準
が
な
い
た
め
に
、
住
民
の

不
安
は
解
消
さ
れ
て
い
な
い
。

　

よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
政
府
に

対
し
、
子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
よ
う
、
下
記
事
項
の
早
期
実

現
を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

記

１　

学
校
・
保
育
施
設
な
ど
に
お
け

る
放
射
線
量
の
統
一
的
な
安
全
基

準
値
を
早
急
に
策
定
し
、
公
表
す

る
こ
と
。

２　

各
自
治
体
が
独
自
に
実
施
す
る

放
射
線
量
測
定
を
支
援
す
る
こ
と
。

３　

安
全
基
準
値
を
超
え
た
場
合
の

対
応
策
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
れ

ら
に
要
し
た
費
用
は
国
及
び
東
京

電
力
株
式
会
社
が
負
担
す
る
こ
と
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。

（
内
閣
総
理
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
、

厚
生
労
働
大
臣
あ
て
）

公
立
学
校
施
設
に
お
け
る
防
災
機
能

の
整
備
の
推
進
を
求
め
る
意
見
書

　

公
立
学
校
施
設
は
、
大
規
模
地
震

や
豪
雨
な
ど
の
非
常
災
害
時
に
は
地

域
住
民
の
防
災
拠
点
と
し
て
中
心
的

な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

　

こ
の
度
の
東
日
本
大
震
災
に
お
い

て
も
、
多
く
の
被
災
住
民
の
避
難
場

所
に
な
る
と
と
も
に
、
必
要
な
情
報

を
収
集
・
発
信
す
る
拠
点
に
な
る
な

ど
様
々
な
役
割
を
果
た
し
、
そ
の
重

要
性
が
改
め
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
多
く
の
公
立
学
校
施
設

で
は
、
備
蓄
倉
庫
な
ど
の
防
災
機
能

が
十
分
に
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

た
め
、
避
難
所
の
運
営
や
被
災
者
の

避
難
生
活
に
支
障
を
き
た
す
な
ど
の

問
題
も
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。

　

政
府
は
、
公
立
学
校
施
設
の
耐
震

化
や
老
朽
化
対
策
な
ど
の
推
進
を

図
っ
て
い
る
も
の
の
、
本
来
こ
れ
ら

の
施
策
と
並
行
し
て
全
国
的
に
取
り

組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
防
災
機
能

の
整
備
向
上
に
つ
い
て
は
、
十
分
な

対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
が
実

情
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
政
府
に

対
し
、
大
規
模
地
震
な
ど
の
災
害
が

発
生
し
た
際
、
公
立
学
校
施
設
に
お

い
て
地
域
住
民
の
「
安
全
で
安
心
な

避
難
生
活
」
が
確
保
で
き
る
よ
う
、

下
記
事
項
の
早
期
実
施
を
強
く
求
め

る
も
の
で
あ
る
。記

１　

東
日
本
大
震
災
で
明
ら
か
に

な
っ
た
公
立
学
校
施
設
の
防
災
機

能
に
関
す
る
諸
課
題
に
つ
い
て
、

阪
神
・
淡
路
大
震
災
な
ど
過
去
の

大
規
模
災
害
時
に
お
け
る
事
例
も

参
考
に
し
つ
つ
、
十
分
な
検
証
を

行
う
こ
と
。

２　

避
難
場
所
と
し
て
必
要
な
防
災

機
能
の
基
準
を
作
成
す
る
と
と
も

に
、
先
進
的
な
取
り
組
み
事
例
を

収
集
し
、
あ
わ
せ
て
地
方
公
共
団

体
に
対
し
、
そ
の
周
知
徹
底
に
努

め
、
防
災
機
能
の
整
備
向
上
を
促

す
こ
と
。

３　

防
災
機
能
の
整
備
状
況
を
適
宜

把
握
し
、
公
表
す
る
こ
と
。

４　

公
立
学
校
施
設
の
防
災
機
能
向

上
に
活
用
で
き
る
国
の
財
政
支
援

制
度
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体

が
利
用
し
や
す
い
よ
う
、
制
度
を

強
化
す
る
と
と
も
に
集
約
し
、
窓

口
を
一
元
化
す
る
こ
と
。

５　

全
公
立
学
校
施
設
の
耐
震
化
を

早
急
に
完
了
さ
せ
る
た
め
、
財
政

支
援
策
を
よ
り
一
層
強
化
す
る
こ

と
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。

（
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
、
財

務
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
、
国
土
交

通
大
臣
あ
て
）

７
月
８
日
議
決

　

区
議
会
で
は
、
区
民
の
み
な
さ
ん

の
生
活
に
関
わ
る
様
々
な
問
題
に
つ

い
て
活
発
に
議
論
を
展
開
し
て
い
ま

す
。
本
会
議
を
は
じ
め
、
常
任
委
員

会
、
議
会
運
営
委
員
会
、
特
別
委
員

会
は
ど
な
た
で
も
傍
聴
で
き
ま
す
。

  

傍
聴
の
申
込
み
は

　

本
会
議
や
委
員
会
の
傍
聴
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、「
傍
聴
券
」
が
必
要

で
す
。

　

本
会
議
・
委
員
会
の
開
会
予
定
時

刻
の
１
時
間
前
か
ら
30
分
前
ま
で
、

本
庁
舎
中
央
館
６
階
の
区
議
会
事
務

局
に
て
受
付
し
整
理
券
を
発
行
し
ま

す
。（
※
１
）

　

定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
30
分
前

に
抽
選
し
、
当
選
者
に
傍
聴
券
を
発

行
し
ま
す
。

　

定
員
を
超
え
な
か
っ
た
場
合
は
、

開
会
予
定
時
刻
30
分
前
を
過
ぎ
た
後
、

定
員
を
満
た
す
ま
で
先
着
順
に
傍
聴

券
を
発
行
し
ま
す
。（
※
２
）

　

な
お
、
傍
聴
券
に
は
、
住
所
・
氏

名
の
記
入
が
必
要
で
す
。
お
帰
り
の

際
は
ご
返
却
い
た
だ
き
ま
す
。

　

日
程
等
は
、
あ
だ
ち
広
報
や
区
議

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ま
た
は
電
話
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
１　

整
理
券
の
発
行
は
、
傍
聴

席
の
定
員
が
決
ま
っ
て
い
る

た
め
、
そ
れ
を
超
え
る
人
数

が
集
ま
る
場
合
の
抽
選
を
想

定
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。

※
２　

委
員
会
の
傍
聴
券
は
区
議

会
事
務
局
で
、
本
会
議
の
傍

聴
券
は
中
央
館
８
階
の
議
場

入
口
で
発
行
し
ま
す
。

問
合
せ　

議
事
係

☎
（
３
８
８
０
）
５
７
９
７

　

７
月
14
日
に
江
戸
川
区
総
合
文

化
セ
ン
タ
ー
に
お
い

て
、
メ
ト
ロ
セ
ブ
ン

促
進
協
議
会
総
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
東
京
都

の
区
部
東
部
地
域
に

環
状
鉄
道
を
整
備
す

る
こ
と
を
目
指
し
た

も
の
で
、
足
立
区
、

葛
飾
区
、
江
戸
川
区

の
３
区
で
平
成
６
年

か
ら
取
り
組
ん
で
い

る
事
業
で
す
。
こ
の

協
議
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
３
区
の

区
長
・
副
区
長
、
区
議
会
議
長
・

副
議
長
、
交
通
問
題
を
所
管
す
る

委
員
会
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

足
立
区
議
会
に
お

い
て
は
、
交
通
網
・
都

市
基
盤
整
備
調
査
特

別
委
員
会
に
所
属
す

る
議
員
が
そ
の
委
員

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

足
立
区
議
会
は
今

後
と
も
、
葛
飾
区
、 

江
戸
川
区
の
区
議
会

や
関
係
機
関
と
の
連

携
を
図
り
な
が
ら
、
本

事
業
の
実
現
に
向
け

努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

メトロセブン

表
　 

　
彰

全
国
市
議
会
議
長
会
よ
り
、

足
立
区
議
会
議
員
１
名
及
び

前
足
立
区
議
会
議
員
１
名
が

特
別
表
彰
（
在
職
20
年
以
上
）

さ
れ
ま
し
た
。

議
会
を
傍
聴
し
て

み
ま
せ
ん
か

促進協議会
総会に出席

今
定
例
会
で
可
決
し
た

意
見
書（
全
文
）

請願書・陳情書の例 み
な
さ
ん
の
声
を
請
願
・
陳
情
で

　

請
願
・
陳
情
は
、
議
会
に
対
し
て

文
書
で
施
策
の
実
現
を
要
望
す
る
こ

と
が
で
き
る
制
度
で
す
。
足
立
区
議

会
で
は
、こ
れ
ら
を
慎
重
に
審
査
し
、

結
果
を
提
出
者
に
通
知
し
ま
す
。

　

請
願
書
・
陳
情
書
に
は
、
特
に
所

定
の
様
式
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
左
の

例
を
参
考
に
し
て
お
書
き
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
請
願
書
・
陳
情
書
に
必
要

な
事
項
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
請
願
・
陳
情
の
趣
旨
（
具
体
的
に
）

②
請
願
者
・
陳
情
者
の
住
所
、
氏
名

（
法
人
の
場
合
は
、
そ
の
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名
）、
電
話
番
号

③
押
印
（
私
印
、
た
だ
し
自
署
の
場

合
は
不
要
）

④
紹
介
議
員
の
署
名
又
は
記
名
押
印

　
（
陳
情
書
の
場
合
は
不
要
）

⑤
提
出
年
月
日

⑥
あ
て
先
（
足
立
区
議
会
議
長
）

問
合
せ　

議
事
係

☎
（
３
８
８
０
）
５
７
９
７

※�議員の紹介のあるものを「請願」、
紹介のないものを「陳情」といいま
す。足立区議会での取扱は同じです。

○○についての請願（陳情）

請願（陳情）の趣旨
　　・・・・・・・・・・・
　・・・・・・・・・・・・
理由
　　・・・・・・・・・・・
　・・・・・・・・・・・・

請願者（陳情者）

　住所

　氏名

　TEL

紹介議員（陳情には不要）

　氏名

　年　月　日

足立区議会議長　○○○○

（自署の場合は不要）

（自署の場合は不要）

印

印


